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企業における自然資本管理を取り巻く環境は近年大きく変化している。特に企業の自然資本評価と
情報開示についての動向は自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）の提言発行以降，注目が
高まっている。本稿では，企業の自然資本関連情報開示の枠組みである TNFD について概説し，企
業対応の現状と課題，アカデミアに求められる貢献について，特に TNFD 賛同企業の開示状況と自
然資本評価ツールの使用実態分析をもとに論じる。2023 年の自然資本情報開示は，2019 年と比較
し全体として向上していたものの，課題点として，（１）評価プロセスの透明性, （２）地域特性の
考慮, （３）自然関連リスク分析範囲の網羅性の三点が挙げられた。林業経済学分野としては，研究
蓄積のある生態系サービスの経済的評価をもとに，企業と自然資本の関係を経済的価値として把握
する研究を推進することで企業の持続可能な自然資本管理への貢献の余地がある。 

 

 

The environment surrounding corporate natural capital management has changed 
significantly in recent years. Trends in the evaluation and disclosure of corporate 
natural capital have garnered increasing attention since the Taskforce on Nature-
related Financial Disclosures (TNFD) issued its recommendation. This paper provides 
an overview of the corporate natural capital disclosure frameworks, with a focus on 
TNFD. This paper provides an overview of TNFD as a corporate natural capital 
disclosure framework and examines the current state, challenges, and potential 
academic contributions, based on an analysis of TNFD-aligned corporate disclosures 
and the use of natural capital assessment tools. While natural capital disclosure in 
2023 showed overall improvement compared to 2019, three key challenges remain: (1) 
ensuring transparency in the evaluation process, (2) accounting for regional 
characteristics, and (3) achieving comprehensive analysis of nature-related risks. 
Due to the technical limitations of existing tools and indicators, In the field of 
forest economics, leveraging existing research on the economic valuation of ecosystem 
services to quantify the relationship between corporations and natural capital in 
economic terms presents an opportunity to contribute to more sustainable corporate 
natural capital management. 
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I はじめに  

 

1 企業と自然資本管理 

 

近年，企業における自然関連リスク意識の高まりにより，企業を取り巻く自然資本にかかわる動向は大き

く変化している(Carvalho et al. 2023)。そもそも自然資本とは，地球上の再生可能／非再生可能な天然資

源（例：植物，動物，大気，土壌，鉱物）のストックを意味する言葉であり，これら天然資源がまとまって

人々に便益，つまり「サービス」のフローを生み出す企業のインプットとなる資本として自然をとらえた概

念である(Capital Coalition 2016)。経営や会計の分野において自然資本は，2013 年に公表された当時の

国際統合報告評議会（IIRC）（現在は国際会計基準（IFRS）を策定している IFRS 財団の一部） による「国

際統合報告フレームワーク」において提示された企業の事業活動のインプットとなる 6 つの資本（財務，製

造，知的，人的，社会・関係，自然）の 1 つという形で認識がされていることが多い(岡 2022)。国際統合

報告フレームワークにおける自然資本の定義は，「過去，現在，将来の成功の基礎となる物・サービスを提

供するすべての再生可能及び再生不可能な環境資源及びプロセス」とされており，空気，水，土地，鉱物及

び森林，そして生物多様性，生態系の健全性を含むとされている(国際統合報告評議会(IIRC) 2014)。 

企業の事業活動は，自然に大きなインパクトを与えるため，生物多様性の損失や種の絶滅を引き起こす主

な要因の一つとして認識されてきた(Roberts et al. 2022)。また，企業は自然へ影響を与えると同時に，生

物多様性や生態系サービスに依存しながらビジネス活動を営んでいる。世界の国内総生産（GDP）の総計の過

半にあたる 44 兆ドル以上の経済価値の創出が自然資本に高く依存していると言われている(World Economic 

Forum and PwC 2020)。また，実際に経済活動の基盤とも言える生物多様性が喪失することにより，経済や社

会が依存している生態系サービスの損失も増大していることも指摘されている(Dasgupta 2021)。生物多様性

の喪失に伴う企業の自然資本の劣化は，事業活動の持続可能性に直結するリスクであることから，ビジネス

界においても自然が生み出す生態系サービスの重要性や生物多様性喪失の危機感が共有されるようになった。

World Economic Forum が発表している今後 10 年における世界の重大リスクのトップ５にも近年は自然や生

物多様性にかかるリスクがランクインしていることがその証左である(World Economic Forum 2024)。 

このような背景において，近年，自然資本分野における国際的な目標の考え方として「ネイチャー・ポジ

ティブ(自然再興)」という言葉がキーワードとなっている。国際的に合意された定義はまだないものの，例

えば国際自然保護連合（IUCN）の定義では，「ネイチャー・ポジティブとは人類と地球の幸福のために，4 つ

の領域(気候・生物多様性・水・土壌および土地)全てにおける自然の損失を止め，反転させるという世界的

な社会目標」とされている(IUCN 2024)。また，ネイチャー・ポジティブイニシアティブ（NPI）では，「ネイ

チャー・ポジティブの目標を達成するには，生物種，生態系，自然プロセスの豊かさ，多様性，完全性，回復

力の改善を通じて，生物多様性の成果を測定可能なネット・プラスにする必要がある。ネイチャー・ポジテ

ィブの目標は，定義されたベースラインに対して，自然の状態の測定可能な絶対的改善を実現し，それによ

って人間のウェルビーイングに貢献する自然の能力を向上させるよう，社会を推進するように設計されてい

る(Nature Positive Initiative 2023)」と説明されており，いずれの定義においても自然の損失傾向を回復

傾向に反転させることを目指すという概念が共通している。ネイチャー・ポジティブは，自然（生物多様性

を含む）を回復傾向に反転させるという国際目標であり，自然を企業にインプットされる資本の一つとして

みた概念が自然資本である。 

 

2 企業の自然資本情報開示にかかわる国際動向 

 

ネイチャー・ポジティブに関わる国際的な方向性を決定づけたのは，2022 年 12 月，生物多様性条約第 15

回締約国会議（COP15）にて採択された「昆明-モントリオール世界生物多様性枠組み（以下 KMGBF）」である。
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本枠組みにおいて 2050 年に向けたビジョンと 2030 年に向けた 23 個からなるターゲットが定められた

(Convention on Biological Diversity (CBD) 2022)。これは 2010 年の COP10 において制定された 2020 年ま

での国際目標である愛知目標を引き継ぐものであるが，民間組織の貢献を見据えた具体的な定量目標が複数

取り入れられている点が特徴である。その中でも，サプライチェーンにおける自然への影響と依存関係，リ

スクの評価・開示を促す目標であるターゲット 15 番は，対象として大企業や多国籍企業，金融機関などと明

記されており，民間の行動に言及した目標となっている(Convention on Biological Diversity (CBD) 2022)。

これは，愛知目標には入っていない新規の目標である(池上 et al. 2024)。 

ターゲット 15 番では，大企業や多国籍企業，金融機関に対して，生物多様性のリスク，依存，影響関係を

サプライチェーン，バリューチェーン，ポートフォリオに沿って，定期的に監視，評価し，透明性を持って

開示することを求める内容となっており，これを実現するために締約国が法的，行政的，政策的措置を講じ

ることを目標としている。当初は「義務化」の文言が入ることも検討されたが，最終的な合意文書からは削

除された。これには義務化の言葉への解釈が国により異なったことや，一部の国から条約の義務を超えた過

剰な要求であると捉えられたことが要因であるとされている(池上 et al. 2024)。一方で，企業側において

は，COP15 での議論中，企業連合等によりこの義務化を支持する表明やキャンペーンが行われた点は注目に

値する(Hughes and Grumbine 2023) 。 

 

昆明モントリオール世界枠組みターゲット 15(原文訳) 

ビジネスを推進するため，特に大企業や多国籍企業，金融機関に対し，法的，行政的，政策的措置を講じ

る。 

a 生物多様性へのリスク，依存，影響をすべての大企業および多国籍企業，金融機関の事業，サプ

ライチェーン，バリューチェーン，ポートフォリオに沿った要件を含めて，定期的に監視，評価

し，透明性をもって開示する 

b 消費者に必要な情報を提供する 

c アクセスと利益配分の規制および対策を遵守しているか，適宜，報告する 

 

気候変動同様，環境の大きな変化に対して，自社はどのような影響やリスクにさらされる可能性があるか

という観点に加え，自社が自然にどのような影響を与えているかという観点も含めた環境と企業，双方向の

影響，すなわち自然に対する「インパクト（影響）」と「依存」の状態についての情報開示が求められてい

る。これまでも生物多様性や水といった自然資本に関する企業の情報開示はされていたものの，あくまで CSR

的報告が中心であり，自社の事業との関係やリスクまでを分析して開示している例はごく少数であった

(Ingram et al. 2024)。しかし，近年機関投資家の自然資本分野に関する関心が高まっている(Ali et al. 

2024)こともあり，企業は投資家から自然関連リスクおよび事業機会の情報開示を求められるようになってい

る。ビジネス界におけるこのような自然資本情報開示に実務的に大きな役割を果たしているのが企業の自然

関連情報開示の枠組みを提供する自然関連財務情報開示タスクフォース（以下 TNFD）である。本稿では，企

業の自然資本に関わる情報開示を「自然資本情報開示」，また開示のために行う企業の自然資本の分析やア

セスメントを「自然資本評価」，それらを内包したより広い概念として「自然資本管理」という言葉を使用

する。 

 

3 本論文の目的と構成 

 

企業の自然資本情報開示の動向は，主にビジネス界主導で大きく変化している。しかしながら，企業の自

然資本の評価や情報開示について環境や経済にかかわる日本の学術界においては十分な議論や検討がされて

いない。そこで，本研究では次の３つを目的とする。（１）国際的な自然資本情報開示の枠組みを先導して

いる TNFD の概要を整理し，企業の自然資本評価および管理を行う上での重要な観点を明らかにする（２）抽
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出した観点に基づいて TNFD に賛同している企業による自然資本情報開示状況と TNFD が提言するレベルの情

報開示を行う上での不足点を課題として明らかにする（３）調査結果をもとに日本のアカデミア，特に林業

経済学会として企業の自然資本情報開示にどのような貢献をしうるかを考察する。なお「課題」とは，世界

的なネイチャー・ポジティブを実現するために必要な企業行動と現状のギャップを指す。 

本論文は前述の３つの目的に沿って３つのパートで構成される。まず第Ⅱ章では，国際的な情報開示の枠

組みの中でも自然資本分野において中心的役割を担っている TNFD の開示提言を整理し，国際的に企業に求め

られている自然資本情報開示の観点を明らかにした。次に第Ⅲ章〜第Ⅴ章では，TNFD への対応を表明してい

る企業の自然資本情報開示の現状と課題を開示状況のスコア化と使用評価ツール調査により明らかにした。

最後に第Ⅵ章において，企業の自然資本情報開示の現状を評価し，今後の展望をアカデミアの貢献という観

点から考察した。 

 

 

II TNFD とは 

 

1 TNFD の概要 

 

TNFD は，資金の流れを自然にとってポジティブなものに変えていくことを究極の目的とし，国連環境計画

等により 2019 年に設立されたタスクフォースである(TNFD 2023a)。サステナビリティに関する情報開示枠組

みにおいて先行しているものとして，気候変動関連財務情報開示タスクフォース（以下 TCFD）があるが，TNFD

はその自然資本版とも言われ，生物多様性開示関連を先導するイニシアティブであると広く認識されている。

従前の自然資本情報開示に関わるガイダンスである自然資本プロトコル（１）や環境経済会計システム（SEEA）
（２）などの枠組みを基礎としており(Ingram et al. 2024)，世界で多くの企業が賛同を表明している。2024

年 6 月時点の TNFD Adopter 登録企業数は 400 社を超えており，特に日本企業は賛同企業一覧のおよそ 4分の

1 を占める企業数となっている(TNFD 2024a)。2022 年と比較して 2023 年に TNFD を自然関連開示において参

照した企業の数は倍増している(経団連 2024)。TNFD は，2023 年 9 月に，推奨勧告の v1.0 を発表し，企業等

組織における自然資本へのインパクト・依存関係，リスクと機会の評価のための具体的な枠組みを最終提言

として公表した(TNFD 2023a)。なお，TNFD には，KMGBF のターゲット 15 に記載のリスク・インパクト・依存

に加え，ビジネス機会の特定も含まれている。 

 

2 TNFD の基本的な開示提言 

 

TNFD では，企業に開示することを推奨する開示提言を定めている。開示提言は，図―１に示す通り，基本

的に TCFD と同じ４つの柱から構成される。すなわち，「ガバナンス」，「戦略」，「インパクトとリスク管

理（TCFD の場合は「リスク管理」）」，「指標と目標」である(TNFD 2023a)。各柱の開示提言も TCFD に沿っ

たものとなっているが，自然資本の特性に合わせて変更・追加されている。 

 

図−１：TNFD の開示提言 

 

出所：PwC, 2023; TNFD, 2023b 
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まず，「ガバナンス」に関して，TNFD は組織の意思決定機関が自然資本に関連するリスクや機会をどのよ

うに認識し，それに対してどのような管理体制を整えているかを明確にすることを求めている(TNFD 2023a)。

特徴的な点としては，直接の影響を受けるステークホルダー（先住民族，地域社会など）やそのほか影響を

受けていないとしても，バリューチェーンやサプライチェーン上のあらゆる事業活動に関係するステークホ

ルダーに関して，組織の人権方針とエンゲージメント活動，および取締役会と経営陣による監督について説

明することが求められていることである。自然資本管理においては，自然資源そのもののみならずそれを利

用する人々や周囲のステークホルダーまでも配慮の範囲に入れる必要があるという認識の広がりが反映され

たものである。 

次に，「戦略」の柱では，企業が自然関連の依存，インパクト，リスクと機会が，組織のビジネスモデル，

戦略，財務計画に与えるインパクトについての開示が求められる。具体的には，短期，中期，長期の視点か

ら，自然資本の変動が事業活動や財務に与える影響を考慮する必要がある(TNFD 2023a)。特徴的な点として

は，組織のバリューチェーンにおいて，優先地域に関する基準を満たす資産または活動がある地域を開示す

ることが求められている点である。これは，自然資本の特性が場所ごとに大きく異なるためである。例えば，

気候変動における温室効果ガス（GHG）排出は，発生源がどこであれ地球規模での影響に統合される。しかし，

自然資本の管理においては，生態系や生物多様性の状態は地域ごとに異なり，ある場所での影響が別の場所

にそのまま転換されるわけではない。このため，TNFD では，企業が事業拠点やバリューチェーン上の重要な

地域における自然資本の特性を適切に把握し，地域ごとの生態系の完全性や自然関連リスクを考慮すること

を求めている。  
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「インパクトとリスク管理」においては，TNFD は企業が自然資本に関連するリスクをどのように特定，評

価，管理しているかという点の説明が推奨されている(TNFD 2023a)。TCFD における Scope1,2,3（３）に近い概

念として，TNFD ではバリューチェーンを直接操業，上流，下流という３つに区分して整理しており，評価プ

ロセスにおいてもそれぞれ検討する形となっている。 

最後に，「指標と目標」に関する開示提言では，企業が自然資本に関するリスクや機会をモニタリングす

るための具体的な指標を設定し，進捗を評価するための目標を明確にすることが求められる(TNFD 2023a)。

TNFD は，指標や目標の設定において，SBTs for Nature（４）などの既存枠組みと整合性を持つことを奨励して

いる(TNFD 2023a)。これにより，企業は自社の自然資本に対する影響を客観的に評価し，継続的に改善する

ための指針を得ることができる。指標は，中核指標と呼ばれる基本的に開示が求められる指標群の他，追加

指標として各企業独自に重要な指標を選定の上，開示することができる。 

 

3 TNFD の LEAP アプローチ 

 

TNFD では前述の開示提言を満たす情報を企業として把握するため，LEAP アプローチという開示までの推奨

ステップを提示しており（図―２），現在多くの TNFD 対応企業がこのステップを活用している。LEAP は，

Locate（発見），Evaluate（診断），Assess（評価），Prepare（準備）の頭文字をとった造語であり，Locate

は企業と自然の接点を発見するためのステップ，Evaluate は，Locate で特定した接点のある場所で自然に与

えるインパクトと依存状況を診断するためのステップ，Assess は，Locate や Evaluate で把握した情報に基

づき自社への自然関連リスクと機会を評価するためのステップ，そして最後にリスクと機会に対する戦略や

具体的な対応計画を練り，指標と目標を設定した上で，情報を開示する準備を行う Prepare のステップとな

る(TNFD 2023b)。生態学的な評価を行うフェーズは主に Locate と Evaluate である。Evaluate においては，

各企業の及ぼす影響や依存関係に応じて，評価手法も大きく変わってくるところである一方で，Locate にお

いては，生物多様性にとってセンシティブなエリアを把握することが求められており，評価観点としてはど

の企業でも概ね同じものを見ることができる。TNFD では生態学的にセンシティブなエリアを以下のように定

義している(TNFD 2023b)。 

 生物多様性にとって重要な地域（種を含む） 

 生態系の完全性が高い地域 

 生態系の完全性が急速に低下している地域 

 物理的な水リスクが高い地域 

 生態系サービスの提供に重要な地域（先住民，地域コミュニティ，およびステークホルダーへの利

益を含む） 

自然資本情報開示の特性は場所の特性が大きく影響してくることであり，この点は地球規模で足し引きが

可能な気候変動課題における温室効果ガス排出量とは大きく異なる(Ingram et al. 2024)。その場所の特性

を把握することが Locate の主な目的であり，自然資本情報開示の特徴の一つである。 
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図−２：TNFD の LEAP アプローチ 

 

出所：PwC, 2023; TNFD, 2023b 

 

 

4 TNFD と国際的法規制やガイドラインの関係 

 

ここまで TNFD の概要を整理したが，これらの開示提言やアプローチは今後どのような広がりを見せるのだ

ろうか。自然資本情報開示等に関連する組織や団体と TNFD の関係を図―３に示す。国際的な開示基準を策定

している国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）は今後策定予定の生物多様性・生態系・生態系サービス

に関する基準において TNFD の作業の関連する側面が含まれることを明らかにしている(ISSB 2024)。また，

Global Reporting Initiative（GRI）は TNFD と協力し互いにガイダンスの開発をサポートしてきた(GRI 2024)。

企業の目標設定に関するイニシアティブである Science Based Targets Network(SBTN)は TNFD の LEAP アプ

ローチに整合する形で企業の自然関する目標設定に関するガイダンスを提供している(TNFD 2023c)。また，

欧州の企業情報開示規則である企業サステナビリティ報告指令（CSRD），そしてその具体的な基準や項目を

定める欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)では，生物多様性に関する項目である E４において TNFD の要求

14 項目が全て採用されており，今後もガイダンスとツールの開発に緊密に協力する方針が発表されている

(TNFD & EFRAG 2024)。このように TNFD は企業を取り巻く様々なサステナビリティ・自然資本関連の組織・

団体における基準の基盤となっている。 

 

図―３：企業の自然資本情報開示に関連する主な組織と TNFD との関係  

 

出所：各種団体レポート等を参考に筆者作成 

（註）自然資本情報開示にかかわる組織とそれぞれの TNFD との関係を国際枠組み，開示基準，法規則，評価

機関，ビジネス団体，開示・目標・測定枠組みの区分で整理した。TNFD は ISSB をはじめとする国際的な開示

基準策定団体や CDP をはじめとする評価機関など多くの組織と連携あるいは参照されている。 
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5 自然資本情報開示における開示の現状と評価手法分析の必要性 

 

TNFD では，LEAP アプローチにおいて，自社と自然の関係を「インパクト（影響）」と「依存」の両観点か

ら把握することを推奨している。TNFD では開示を求める指標は示されているものの(TNFD 2024b)，指標の測

定に関する具体的な手法やツールは，Tool Catalog(TNFD 2024c)においてがリスト化されるにとどまってい

る（2025 年 2 月現在 212 件のツールが登録）。そのため，実務的に評価・開示を行う企業にとっては，膨大

にある評価ツール類から適切なものを選定することは一つの検討課題になると考えられる。しかし，現状企

業が採用できる測定手法及びツールのレビュー等の研究はあまり進んでおらず(Zhu et al. 2024)，TNFD 公

表以降の自然資本情報開示の実態を評価した研究も少ない。 

 

6 小括 

 

自然資本情報開示における中心的枠組みである TNFD について概要を整理した。TNFD は自然資本情報開示

における中心的役割を担っており，主要な枠組みとしては４つの柱からなる開示提言と LEAP アプローチと呼

ばれる評価の推奨プロセスからなる。 

ここで改めて TNFD の開示提言を自然資本評価・管理の観点から，バリューチェーンにおける評価範囲，企

業と自然の相互関係，地理的スケール，評価ツールの４つに分けて見てみよう（表－１）。TNFD としては，

企業のバリューチェーンにおいて上流から下流まで全体を対象とすること，また，自然資本との関係として

インパクト（影響）と依存の両観点を含める点は自然資本評価を行う上で重要な観点である。一方で，評価

にあたっての地理的スケールの推奨レベルや使用評価ツールについての具体的な指定は行なっていない。 

 

 

表―１：自然資本評価・管理に関連する観点と TNFD の推奨事項 

 

TNFD, 2024a 等を参考に筆者作成 
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III 手法 

 

1 分析対象 

 

自然資本情報開示の現状と評価に使用しているツールを分析するため TNFD への賛同を示す企業を対象と

して分析を行った。TNFD への賛同を示す企業は，TNFD Adopters として TNFD 公式サイトにリストとして掲載

されている。本分析においては 2024 年 6 月時点の本リストの登録企業のうち 2024 年までに自然資本情報開

示を行うことを表明している 138 社を対象とした（金融機関を除く）。金融機関の自然資本管理は主に保有

するポートフォリオ上の自然関連リスクの低減（投資先へのエンゲージメントやダイベストメントなど）が

中心であり，事業会社のような直接的なバリューチェーン・サプライチェーン上の自然資本管理のための評

価とは系統及び評価の範囲や精細度が異なるため除外した。調査対象とする情報媒体は，統合報告書，サス

テナビリティレポート，またそれに準ずる開示物とした。開示年は TNFD が最初の主要刊行物（v0.1）を公開

した 2022 年前後として，2019 年と 2023 年の 2 時点を対象とした。TNFD に沿った開示は調査時点で初期段階

であり，2019 年はもちろん 2023 年においても，すべての分析対象企業が TNFD に沿った開示を行なっている

状況ではないため，本分析においては「TNFD レポート」などの TNFD と銘打った開示以外の生物多様性および

自然資本に係る情報開示も含めて対象とする。各開示物における分析対象箇所の探索においては，以下のキ

ーワードを検索することで特定した。使用した検索ワードは次のとおり：「生物多様性」，「自然」，「自然

資本」，「自然資源」，「生態系」，「生態系サービス」，「種」，「TNFD」。 

 

2 分析手法 

 

開示情報テキストやデータの分析においては，特定のコンピュータソフトウェアや機械学習などによる分

析では，複雑な統合報告書のストーリーの中における前後文脈等を踏まえることが難しく，判定の誤りを起

こす可能性があるため，Marco-Fondevila et al., (2023)に従い，評価対象企業の開示情報について，生物

多様性に関連するテキストとデータを著者によって精読する方法で集計を行なった(Marco-Fondevila and 

Álvarez-Etxeberría 2023)。 

まず，表―１で整理した「バリューチェーンの評価範囲」「自然資本との関係」「地理的スケール」につい

て，開示状況を 0 点から 3点でスコア化した（各項目の評価基準は図−４参照）。次に，各開示物において開

示されている自然資本評価に使用されている評価ツールを企業別に抽出し，取集されたツールの特性から類

型化を行なった。 

 

 

IV  結果 

 

評価観点 TNFD（v1.0）の推奨事項 
バリューチェーン
の評価範囲 

バリューチェーン全体を対象とする（上
流・直接操業・下流） 

⾃然資本との関係
性 

インパクト（影響）と依存の両観点を対
象とする 

地理的スケール 国・地域など特定の評価スケールは指定
されていない 

評価ツール 特定のツールは指定されていないが，ツ
ールカタログにリストあり 
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1 自然資本情報開示の現状 

 

「バリューチェーンの評価範囲」「自然資本との関係」「地理的スケール」の評価３観点について開示の現

状を集計した結果を図―４に示す。いずれの評価観点も 2019 年と比較し，2023 年は何らかの開示を行なっ

ている 2点及び 3 点の割合が増加していた。 

バリューチェーンの範囲については，2019 年時点の開示で具体的なバリューチェーンの一部もしくは全体

を評価している企業（2 点及び 3 点）は 13.1%に満たなかったが，2023 年には同割合は 51.4%にまで増加して

いた。バリューチェーン全体を評価している企業は，後述の ENCORE 等を使用した簡易的な評価が主であり，

詳細な評価ができている企業は少ない点は留意が必要である。 

インパクト（影響）と依存の範囲についても，インパクト（影響）と依存のいずれかもしくは両方を評価

している企業の割合が，2019 年の 12.3％から 2023 年には 49.2%とバリューチェーンの範囲とほぼ同程度に

増加していた。 

地理的スケールについては，国レベルの評価あるいは，より詳細なスケールでの評価（地域レベル評価）

を行なっている企業（2 点及び 3 点）は，2019 年には 7.2%であったが，2023 年には 32.6%に増加していた。

地理的スケールは前述の他２項目と比較しても 2023 年において開示を行なっている企業は少ない割合とな

った。国レベルと地域レベルでは，地域レベルの方が割合として上回っているが，これは企業の所有地や具

体的な原材料調達地など特定の場所に関する言及が含まれているためであり，自社と関係する場所を網羅的

に地域レベルで評価をしている企業はほとんどないのが実態である。 

 

 

図―４：TNFD Adopters 企業の自然資本情報開示の評価実態の２時点比較（N=138） 

 

出所：TNFD adopters 企業の開示物を集計した結果をもとに筆者作成 

 

 

2 自然資本情報開示において使用されている評価ツール 

 

分析対象企業の 2023年開示情報より使用ツールと各ツールの採用企業数の結果とツールの概要を表―1に

まとめた。使用した評価ツール・手法を開示していた企業は 38 社で全サンプルの 27.5%であった。確認でき
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た使用ツールは 10 種類であり, TNFD Tool Catalog に掲載されている 212 件のうちの 4.7%に集中していた。

最も使用されているものは，24 の企業で採用されていた ENCORE，続いて 17 件採用されていた Integrated 

Biodiversity Assessment Tool(IBAT)，そして 15 件採用されていた Aqueduct となり，この３ツールが主に

使われていた。 

 

 

表―１：TNFD 賛同企業の自然資本情報開示情報で確認された評価ツールの概要と留意点 

 

出所：TNFD adopters 企業の開示物および各種ツールの公式サイト等の情報をもとに筆者作成 

 

ツール名 使⽤企業数
（N=138） 

概要と特徴 留意点 

ENCORE 24 経済活動別（セクター，サブセクター，⽣産プロ
セス）に⾃然にどのように依存し，影響を与えて
いるかを⽰す評価ツール 

あらゆる経済活動を横並びで⽐較できるため，多
岐にわたる企業内の活動の全体像を掴むことがで
きる 

特に上流で重要な原料調達量など
の企業固有の情報は考慮されない
ため，あくまで潜在的な影響と依
存として捉える必要がある 

SBT Materiality 

Screening Tool (MST) 

3 SBTN ガイダンスのステップ 1a の⼀環として利⽤
者がどのような種類の環境影響が潜在的に⾃社の
活動に重⼤な関連があるかのスクリーニングを⾏
うツール 

同上 

LIME 3 ライフサイクル全体での環境負荷を定量的に評価
するためのツール 

多様な産業に対応し，ライフサイクル全体での環
境負荷を把握可能 

⼀次データが得られない場合は推
定値に依存することとなるため，
実態と⽐較したときの過⼤過⼩評
価に注意が必要 

 

WWF Biodiversity Risk 

Filter 

4 企業や投資家が⽣物多様性リスクに対処するため
に，何がどこで最も重要かを判断し，優先順位を
付けて⾏動することを⽀援する企業・ポートフォ
リオレベルのスクリーニングツール 

特定の商品やサービスの⽣産・消
費による⽣物多様性変化を測るこ
とで，⼀次産品や企業の⽣物多様
性へのインパクトを評価するもの
ではない 

WWF Water Risk Filter 4 ⽔リスクに対処するために何がどこで最も重要な
のか，優先順位をつけて⾏動できるよう⽀援する
企業・ポートフォリオレベルのスクリーニングツ
ール 

同上 

Aqueduct 15 世界資源研究所（WRI）による⽔リスク評価ツール 

⽔ストレスや洪⽔，⼲ばつなどの様々な⽔リスク
を評価可能 

詳細な流域評価には限界があるた
め，海外拠点などにおける簡易的
評価などに適⽤するのが望ましい 

Integrated Biodiversity 

Assessment Tool 

(IBAT) 

17 3 つの主要な世界的な⽣物多様性データセット
（Key Biodiversity Area，Protected Planet，Red 

List）をホストし，管理しているツール 

STAR なども利⽤可能 

無料版などでデータの空間分解能
が粗い場合，その点を考慮して出
⼒結果を解釈する必要がある 

LANDMARK 1 世界中の先住⺠や地域社会（IPLCs）に，彼らが所
有し利⽤している⼟地を政府，開発援助機関，企
業，投資家，研究者，⽀援者などに知らせるため
のオンラインのグローバルプラットフォーム 

⾃然資本に関わりの深い先住⺠や
地域社会の重要な⼟地を集めたデ
ータベースであり，⾃然資本その
ものの評価ツールではない 

Global Forest Watch 1 森林をモニタリングするためのデータとツールを
提供するオンライン・プラットフォーム 

森林減少率や経年変化を地図上で詳細に確認可能 

衛星画像データに依存しているた
め，⼩規模な森林変化は検出でき
ない場合があり，⼀定程度粗めの
解像度による評価として活⽤する
必要がある 

Global Ecosystem 

Typology 

1 地球の⽣態系の機能的特徴と構成的特徴を統合し
た包括的な分類の枠組み 

バイオーム別の特徴などが整理されている 

⼀般的な⽣態系の特徴等の把握に
適しているものの，地域固有の状
態は，個別に調査が必要 

 

 

 

3 自然資本評価ツールの類型と概要 

 

ツールの全体像を把握するために，集計された評価ツールをアプローチ別に 4 つの類型に整理した。 
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１つ目は，ENCORE に代表される経済活動特性による影響評価ツールである。これは自社の事業活動を起点

としてその活動が自然に与える影響や依存状況を把握するアプローチである。２つ目は IBAT 等の自然リスク

評価ツールである。これは，経済活動起点ではなく，その活動を行なっている場所の特性（生物多様性の重

要性や完全性，水リスクなど）を評価するツールである。３つ目は，LIME などライフサイクルアセスメント

(LCA)の考え方に基づく製品単位での評価ツールである。大きくこの 3 つに分けられるが，その他に Global 

Ecosystem Typology などデータベースや参考資料として活用可能なツールを 4類型目として整理した。 

 

(1) 経済活動特性による評価ツール 

 

企業の行う経済活動の特性から自然との関係を評価するツール類は自然資本情報開示において広く使われ

ており，ENCORE や SBT Materiality Screening Tool がその代表例である。これらのツールは，企業のあら

ゆる事業や各事業における経済活動全体において，どこが自然に対して潜在的に大きな影響を与えている可

能性があるか，またどこが自然への依存が高く，それを失った時のビジネス的損失が大きいかという点を把

握するために使用されていた。特に ENCORE は，調査対象企業のうち 24 社が採用しており，最も多い結果と

なった。ENCORE は，一般的に経済（セクター，サブセクター，生産プロセス）が自然にどのように依存し，

影響を与えているかを示すツールである。Global Canopy（５），UNEP FI（６），UNEP-WCMC（７） によって維持管

理され，関連する科学論文のレビュー等により継続的に改善されている(ENCORE 2024)。 

これらのツールは，企業が活動のどの部分で自然資本に依存しているのか，またその依存がどのようにリ

スクとして現れるかの全体像を把握することができるため，LEAP アプローチを始める前のそもそもの評価対

象を絞り込むスコーピングの段階や実際の分析における優先度評価等の位置付けで使用されているケースが

主であった。 

 

(2) 自然リスク評価ツール 

 

自然リスク評価ツールは，企業が自社の活動拠点やバリューチェーンの上流や下流でかかわる重要な場所

における生物多様性や水の状態やリスクを把握し,その影響を予測するために使用される。代表的なツールと

して，IBAT，WWF Water Risk Filter，WWF Biodiversity Risk Filter，Aqueduct，Global Forest Watch 等

が挙げられる。これらのツールは，地域ごとの各種環境リスクや状態をデータベース化し，企業が持続可能

な経営を行うために不可欠なリスクマネジメントを支援するツールである。IBAT は，3 つの主要な世界的な

生物多様性データセット（World Database of Key Biodiversity Area(WDKBA)，World Database on Protected 

Area(WDPA)，IUCN Red List of Threatened Species）をホストし，管理しているツールである(Integrated 

Biodiversity Assessment Tool (IBAT) 2024)。これらのデータセットに基づく場所別のデータをレポートと

して出力できる点が特徴である。Aqueduct Water Risk Atlas は，世界資源研究所（WRI）が提供するグロー

バルな水リスクマッピングツールであり，企業，投資家，政府機関などが水リスクとその影響を評価するた

めに使用されるツールである。高解像度のカスタマイズ可能な地図を利用し，洪水，干ばつ，水ストレスな

どの水関連リスクを特定し，地域ごとのリスクを比較できることが特徴である。また，規制や評判に関する

リスクも評価できる点も特徴的である。 

 

(3) 製品ライフサイクルによる評価ツール 

 

（１）経済活動特性による影響評価ツールに近いが，評価の視点が製品単位である点が大きく異なる。３

企業が使用していた LIME は，日本の LCA 国家プロジェクトで開発されたツールであり LCIA（特性評価，被

害評価，重みづけ）のステップを持つ。2016 年には LIME-1，LIME-2 の手法を世界に拡張した LIME-3 が開発

されている(Inaba and Itsubo 2018)。Winter(2017)は，LCA 評価ツールにより意思決定者は生物多様性を含
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む環境への悪影響を軽減するための，より的を絞ったソリューションを開発できるとし，生物多様性評価に

おける LCA ツールの実用性を強調している(Winter et al. 2017)。 

 

(4) その他生態系区分データベースツール等 

 

生態系分類ツールは，企業が依存する生態系やその特性を理解し，持続可能な管理戦略を策定するために

使用される。確認されたツールとしては，Global Ecosystem Typology がある。このツールは，世界中の生態

系を分類し，企業が活動する地域の生態系特性を把握するために重要なデータを提供している。Global 

Ecosystem Typology は，地球規模での生態系分類を行い，企業が関与する地域の生態系の特徴を明確にする。

一方で，これらのツールは非常に広範囲なデータを取り扱っているため，特定の事業領域における詳細な分

析には限界があり，より詳細な評価にはローカルデータが必要となる場合がある。 

 

 

V 考察：自然資本情報開示における現状の３つの課題と提言 

 

ここまで見てきたように，すでに TNFD に賛同する企業は，具体的なツールを活用しながら自社のバリュー

チェーンやサプライチェーン上の自然との関係を把握するための評価を進めていた。一方で，TNFD 等が求め

る自然資本情報開示には評価分析の深さと評価範囲の広さの点でまだ十分な水準にはない。本章では，ネイ

チャー・ポジティブを目指す TNFD の求める情報開示の水準に対して，企業の自然資本情報開示の現状におけ

る課題点を整理し，改善の方向性を考察する。 

 

1  企業の自然資本情報開示における課題点 

 

第一に，評価プロセスにおける手法やデータの透明性の問題が挙げられる。今回集計した TNFD Adopters

の 138 社の自然資本自然資本情報開示情報のうち，使用した評価ツール・手法を開示していた企業は 38 社

（27.5%）にとどまっており，定量データに基づいた評価を実施し，かつその手法までも開示している企業は

調査時点では少数であった。先行研究においても従来の企業の自然資本関連の情報開示は，ほとんどが定性

的なものであることが示されている(Addison et al. 2018)。外部的な情報開示の要請が強まっているとはい

え，企業としては，自社の活動が自然に与える負の影響やその評価プロセスを積極的に開示しようとするイ

ンセンティブは大きくない点は自然資本情報開示の根幹に関わる問題である。 

第二に，地域特性の考慮が挙げられる。自然資本情報開示における自然と企業の関係評価においては，前

章で整理したツール類型のうち ENCORE 等の「（１）経済活動特性による評価ツール」を使用している企業が

最も多く，自社の活動による潜在的影響を特定する段階にとどまっていた。また，国スケールよも詳細な地

域スケールでの評価を行なっている企業は全体の 26.8％にとどまっていた。先行研究においても従来の自然

資本情報開示においては，地域的な生物多様性への影響を評価している企業はごく少数であり，一般的な内

容にとどまっていることが示されている(Skouloudis et al. 2019; Anthony and Morrison-Saunders 2023; 

Senanayake et al. 2024)。IBAT や Aqueduct など「（２）自然リスク評価ツール」を使った生物多様性の重

要性や完全性，水リスクなど具体的な特定地域の評価を行なっている企業も存在するが，現行の評価ツール

やデータベースでは把握できる地域特性には空間分解能の精細さ，構成する生物データの偏り等の観点で限

界がある点にも触れておきたい。 

第三に，評価と開示範囲の網羅性の問題が挙げられる。評価対象とするバリューチェーンの範囲，影響と

依存の観点において情報開示する企業は増加しているものの，2023 年時点でも半数近くが十分な開示を行な

っていなかった。バリューチェーンのフェーズや原材料の区分においてデータ可用性のある範囲のみを開示

するケースや，自社にとってプラスのアピールとなる部分のみを開示している，あるいはネガティブな印象
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を与える情報の開示を控えているという可能性も考えられる。自然資本情報開示は，従来，正当性理論やス

テークホルダー理論などで説明されるように，外的な圧力を動機としているという研究が多い(Boiral, 

Heras-Saizarbitoria, & Brotherton, 2018; Hassan, Roberts, & Atkins, 2020; Roberts et al., 2022; 

Skouloudis et al., 2019)。対外的な視点に配慮すること自体は自然資本管理においては外部の意見を取り

入れるという面でポジティブな動きと言えそうだが，事業活動における重要な負の影響を差し置いて植林活

動等，ポジティブな面だけを開示するという，いわゆるグリーンウォッシュを引き起こしかねない。このよ

うな曖昧な開示になる懸念は複数の研究者により指摘がされているところである(Adler, Mansi, Pandey, & 

Stringer, 2017; Mair et al., 2024)。なお，TNFD としては枠組みの普及に念頭を置いていることもあり，

中核指標など共通で開示すべき指標の設定等は行われているものの，実務的には段階的対応を許容している。 

 

 

2 課題に対するアプローチとアカデミアの貢献 

 

ここまで，（１）評価プロセスにおける手法やデータの透明性，（２）地域特性の考慮，（３）評価と開示

範囲の網羅性の 3 点の課題を挙げた。自然資本情報開示は黎明期にあるため，今後これらの課題も改善され

ることが想定されるが，ここでは，これらの課題に共通する背景要因として，企業が自然資本，特に自然資

本に与える負の影響に関わる情報の開示を行うインセンティブについて考えたい。企業としては，自然資本

情報開示を行うことによるリスクを懸念している可能性が考えられ，例えば，自然資本評価プロセスの透明

性向上は，外部の専門家などから指摘をされるリスクがある。また，地域特性の考慮は，現地データの収集

や衛星画像を使った分析は，これまで見えていなかった自社による自然資本への負の影響を顕在化させるか

もしれない。網羅性の観点も同様，特に問題のないエリアについてのみ情報開示している企業も，バリュー

チェーン全体に評価の範囲を広げると思わぬ負の影響が見つかるかもしれない。このように，企業としては，

自社と自然資本の関係を評価することで，不都合な事実明らかになることが考えられるのだ。そのため，過

度なコストをかけて自然資本評価及び開示を行うインセンティブは現状小さいと考えられる。 

企業は，外部の ESG 評価機関や一部の機関投資家などからの外的圧力に応える形で，TNFD に沿った自然資

本情報開示を順次進めているが， TNFD が推奨しているレベルの評価開示を行うだけの必要な投資を自然資

本に対して行うことは，その価値が曖昧なままでは難しい側面もある。 

アカデミアとしては，企業と自然資本の関係を定量的，可能であれば経済的価値として可視化する研究を

推進することで企業の自然資本評価及び情報開示を促すことに貢献できると考えている。企業が定量的に自

然資本の価値を認識し，事業リスク軽減と持続性の担保のために自然資本評価と開示を行うことを促すとと

もに，投融資先の持続可能性に敏感な投資家等のステークホルダーの認識変化にも寄与するだろう。 

具体的な研究課題としては，企業活動が毀損させている自然資本の価値の定量分析，その自然資本の劣化

が企業活動に及ぼす価値損失分析，また，企業の自然資本投資による自然資本の向上価値及び企業への影響

評価などが挙げられる。また，これらの評価手法を一般の企業が活用できる形で還元してくことも重要であ

る。 

 

3 小括 

 

ここまで，TNFD に賛同する企業の開示状況のスコア化と使用ツールの分析から開示の現状と課題から明ら

かにした。自然資本情報開示は 2019 年から 2023 年にかけてバリューチェーンの範囲，インパクトと依存の

観点，地理的スケールにおいて開示が進んでいた。しかしながら，評価にあたってのプロセスの透明性，地

域特性の考慮，バリューチェーンの網羅性の点は，TNFD が求めているレベルを考慮すると今後に向けた課題

点として挙げられる。これらの課題点を克服するためには，企業が自然資本と自社の関係をより深く理解す
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ることが必要であり，そのためにアカデミアとしては，企業と自然資本の関係を定量的評価に関する研究と

その評価手法を一般の企業が活用できる形で還元することが考えられる。 

 

VI 結論：自然資本情報開示における今後の展望 

 

本研究は，自然資本情報開示の国際的動向を踏まえ，TNFD に賛同する企業の開示状況と使用ツールの分析

を通じて，企業の自然資本評価の現状と課題を明らかにした。その結果，2019 年から 2023 年にかけて企業の

自然資本情報開示は進展しているものの，①評価プロセスの透明性，②地域特性の考慮，③開示範囲の網羅

性という 3 つの課題があることを示した。 

この研究の意義は，企業の情報開示の実態をデータに基づいて明らかにし，TNFD が求める開示水準とのギ

ャップを課題として明らかにした点にある。さらに，コスト負担や開示を行うことに対するリスク意識とい

った自然資本情報開示における企業としての懸念がある可能性を指摘し，それに対する学術的な貢献の必要

性を示した。 

林業経済学会としては，これまで森林生態系における生態系サービスの経済的仮評価などの研究蓄積があ

る(例えば，幡 and 赤尾 1993; 新永 et al. 2018; 栗山 1996, 2000; 栗山, 北畠, and 大島 1999 など)。

これらの研究を発展させることが，企業の自然資本評価及び情報開示を促すことに寄与すると考えられる。

企業においては，自然資本情報開示を単なる企業リスク対応としてだけでなく，事業基盤のレジリエンス強

化や，生物多様性喪失による環境変化がもたらす事業機会（保全活動への技術応用など）の探索という観点

でも関心が注がれている。自然資本分野におけるビジネスとアカデミアの共創を促し，科学に基づいた評価

を通じて，ビジネスのあり方を模索していくことが，今後の世界の「ネイチャー・ポジティブ」に大きく貢

献することにつながるだろう。 
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注 

（1) 自然資本プロトコルは，企業が自然資本との関係を評価し，意思決定に活用するための枠組み。 

（2) 環境経済システム（SEEA）は，経済活動と環境の関係を統合的に評価するための国際的な会計フレ

ームワーク。 

（3) Scope1,2,3：Scope 1 は企業が直接排出する GHG（燃料燃焼・工業プロセス等），Scope 2 は購入し

た電力・熱の使用による間接排出，Scope 3 はサプライチェーン全体（原材料調達・輸送・製品使

用・廃棄等）の間接排出を指す。 

（4) SBTs for Nature は，企業が科学に基づいた目標を設定し，自然資本の保全と持続可能な利用を推

進するためのフレームワーク。 

（5) Global Canopy は，自然を破壊する市場の力をターゲットとするデータ主導の非営利団体。 

（6) UNEP FI（国連環境計画・金融イニシアチブ）は，国連環境計画（UNEP）と世界の金融機関が共同で

設立したパートナーシップ。 

（7) UNEP WCMC（国連環境計画・世界自然保護モニタリングセンター）は，生物多様性と自然が社会や経

済にもたらす貢献に関する専門機関。 
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